
   

 

令和２年 第 13回教育委員会 会議録 

 

 

日 時  令和２年 10 月１日（木）午前９時 45 分 

 

 

場 所  野々市市役所 ３階 教育委員会室 

 

 

議    案  第 26 号 事務委任の協議について 

 

 

報    告 １ 野々市市教育委員会委員の任命について（教育総務課） 

２ 野々市市重要文化財喜多家住宅条例施行規則について（文化課） 

３ みんなの音楽会「金子三勇士ピアノコンサート」の開催について

（ 〃 ） 

 

 

そ の 他 



   

出席委員 

 教育長                 大久保 邦彦  

  教育長職務代理者             松野 勝夫  

委員                   松本 哲幸  

〃                   宮川 美保子  

〃                   髙桑 奈美  

 

 

欠席委員 

     委員                  安嶋 是晴 

 

 

出席した事務局職員 

教育文化部長                中田 八千代 

教育委員会事務局参事兼学校教育課長   松田 英樹 

教育総務課長              塩田 健 

     生涯学習課長              松村 隆一 

     文化課長                田村 昌宏 

     スポーツ振興課長            清水  実 

教育総務課課長補佐           井沢 友宏 

教育総務課庶務係長           盛本 圭一 

 

 

 

傍聴人 ０人
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議  事 

 

 

開会 （午前９時 46分） 

 

大久保教育長 おはようございます。今日は臨時会ということでございます。 

先ほど、宮川美保子委員が２期目の辞令交付を市長室で受けてまいりまし

た。また皆さん、これから令和３年度に向けまして、何卒ひとつよろしく

お願いいたしたいと思います。 

       それでは、会議録の署名でございますが、宮川委員と髙桑委員にお願いし

たいと思います。 

本日は議案が１件、報告が３件でございます。まず、次第に従いまして、

今ほども申し上げましたが、報告１「野々市市教育委員会委員の任命につ

いて」ということで、事務局から説明をお願いいたします。 

塩田 課長  報告１「野々市市教育委員会委員の任命について」説明。 

       （説明の概要） 

       教育委員 宮川美保子（再任） 

再任にあたり、宮川委員から一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

宮川 委員  先ほど、市長室で２期目の辞令をお受けいたしました。引き続き、顔の見

える教育委員会、風通しのいい教育委員会を、大久保教育長を中心に皆さ

んと一緒に頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

大久保教育長 ありがとうございました。宮川委員、またよろしくお願いいたします。そ

れでは議案にまいります。議案第 26 号でございます。「事務委任の協議に

ついて」ということで、事務局から説明をお願いいたします。 

中田 部長  議案第 26号「事務委任の協議について」説明。 

       （説明の概要） 

「野々市市重要文化財喜多家住宅の管理及び運営に関する事務（財務事務

を除く）」について、地方自治法第 180条の２の規定により市長から教育委

員会が事務委任をうけるもの。 

 

大久保教育長 議案第 26号「事務委任の協議について」ご質問ご意見等ございませんでし

ょうか。 

学校施設や公民館は法律で教育委員会が管理することになっておりますし、

文化会館は指定管理にしているということで、委任の対象外となります。 
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それでは、この件についてご承認いただけますでしょうか。 

≪ 承 認 ≫ 

大久保教育長 ありがとうございます。 

それでは市長宛てに異議なしとして書類のほうを提出することといたしま

す。続きまして、報告２「野々市市重要文化財喜多家住宅条例施行規則に

ついて」説明をお願いします。 

田村 課長  報告２「野々市市重要文化財喜多家住宅条例施行規則について」説明。 

（説明の概要） 

       規則制定の理由 

        市が喜多家住宅を管理するに当たり、必要な事項について定めるため。 

       規則の要旨 

        喜多家住宅の開館時間、休館日、観覧料の減免等について定めるもの。 

 

大久保教育長 報告２「野々市市重要文化財喜多家住宅条例施行規則について」の説明が

ありました。この件について、ご質問ご意見等ございませんでしょうか。 

       第３条から５条は、他の施設と同じような形になっていますね。 

田村 課長  はい。開館時間、休館日などは、近隣の郷土資料館の施設とあわせてもご

ざいますし、第５条の観覧料の減免につきましても、他の施設と合わせた

ような形となっております。 

大久保教育長 ありがとうございます。この件について、これでよろしいでしょうか。 

       それでは続きまして報告３「みんなの音楽会「金子三勇士ピアノコンサー

ト」の開催について」事務局から説明をお願いします。 

田村 課長  報告３「みんなの音楽会「金子三勇士ピアノコンサート」の開催について」

説明。 

（説明の概要） 

       日時：令和２年 10月 17日（土）14時（開場 13時 30分） 

       会場：フォルテ 大ホール 

       入場料：一般 2,000円、高校生以下 1,000円（当日 500円増） 

 

大久保教育長 報告３「みんなの音楽会「金子三勇士ピアノコンサート」の開催について」

ご意見ご質問等ございませんでしょうか。 

       先日の自衛隊の音楽祭と同じで、座席の間隔は空けることになりますか。 

田村 課長  はい。海上自衛隊舞鶴音楽隊コンサートが、文化会館フォルテ大ホールで

８月に行われまして、その際はホールにある席を１つずつ飛ばすような形

をとりました。今回も３密を避けるソーシャルディスタンスということで、

同じような形で席を空けることとしております。 
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大久保教育長 広々とゆったりとした気分で鑑賞できるのではないかと思います。お時間

がございましたら、ぜひコンサートの方にお出掛けください。それでは以

上で報告３を終わります。その他、事務局からございませんでしょうか。 

 委員の皆様方からございませんか。  

       それでは、以上をもちまして、令和２年第 13回の教育委員会を終了いたし

たいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

閉会 （午前９時 58分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


